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研究成果の概要（和文）：本研究では、平成28年刑訴法等改正により導入された「新たな刑事司法制度」のう
ち、主に取調べの録音録画制度及び協議・合意制度を中心に、その適切な運用の在り方を考察した。両制度の下
で生成される証拠の取扱いの在り方のほか、両制度が全体としての刑事手続、特に当事者の捜査・訴追活動や防
御活動全般に与える影響をも見据えつつ考察することにより、「直接主義」や「当事者主義」をはじめとする刑
事手続の基本理念・基本構造と新制度との関係を明らかにすることを試みた。

研究成果の概要（英文）：In this study, I accomplished researches and published papers on "the new 
criminal justice process", which was adopted by the revised code of criminal procedure of 2016. I 
focused especially on the videotaping of the interrogation of criminal suspects and the bargaining 
procedure. I tried to explore the relationship between the newly adopted procedures and the basic 
principles of criminal justice process, such as the principle of directness and the adversary 
system.

研究分野： 刑事訴訟法

キーワード： 刑事訴訟法　新たな刑事司法制度　取調べの録音録画　協議・合意制度　直接主義　当事者主義

  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
平成28年刑訴法等改正により導入された新制度については、立法作業中から様々な課題が指摘され、また運用が
開始されたばかりでもあるところ、本研究が、同制度の運用上の具体的な課題を析出して考察するとともに、
「直接主義」や「当事者主義」をはじめとする刑事手続の基本理念・基本構造と同制度との関係を解明しようと
して得た知見は、今後新制度が既存の刑事手続の中に適切に位置づけられ、健全かつ安定的な運用が行われるよ
う図る上で、有益なものと思われる。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属されます。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
(1) 本研究の開始直前の平成 26 年に法制審議会・新時代の刑事司法制度特別部会での審議の
結果が取りまとめられた。そこでは、「被疑者取調べの録音・録画制度の導入を始め、取調べへ
の過度の依存を改めて適正な手続の下で供述証拠及び客観的証拠をより広範囲に収集すること
ができるようにするため、証拠収集手段を適正化・多様化する」こと、及び「供述調書への過度
の依存を改め、被害者及び事件関係者を含む国民への負担にも配慮しつつ、真正な証拠が顕出さ
れ、被告人側においても、必要かつ十分な防御活動ができる活発で充実した公判審理を実現する」
ことという二つの理念に基づき、通信傍受、被疑者国選弁護、証拠開示、証人保護等の既存の諸
制度の拡充とともに、被疑者取調べの録音録画制度、捜査・公判協力型協議・合意制度、刑事免
責制度等の新たな制度の導入が提言され、その後平成 28 年にこれらが刑事訴訟法等の改正とし
て結実した。改正の直接の関心は、刑事手続における証拠とりわけ供述証拠の適正かつ効率的な
収集・獲得の在り方と、手続において用いられる証拠全体の中での供述証拠の比重の在り方にあ
ったが、導入された具体的な諸制度には、単に証拠の取り扱いといった点にとどまらず、刑事手
続の全体構造やその目的の在り方にも影響を与えうるものが含まれた。 
 
(2) しかし、特別部会の審議においても、また、それと並行する学界の議論においても、刑事
手続の基本構造や基本理念とこれら新制度の関係についての理論的検討は、必ずしも十分には
煮詰められていないように思われた。とりわけ、裁判員制度（平成 16年制定、同 21 年施行）の
導入の前後から再び脚光を浴びはじめた「直接主義・口頭主義」や「当事者主義」といった基本
理念に対して、それとは別個の出自を持つ新制度がいかなる意味を持ちうるのかは不分明であ
り、新制度の導入により、刑事手続における供述証拠の役割・価値がどのように変容していき、
ひいては証拠法と縁の深い直接主義・当事者主義という基本理念・基本構造との関係で新制度が
どのように位置づけられるのかが問われているものと思われた。 
 
２．研究の目的 
 上記のような背景の下、本研究の目的は、直接には、新制度に含まれる特定の制度、とりわけ
被疑者取調べの録音録画制度や捜査・公判協力型協議・合意制度の施行後の運用のあるべき姿を
探ることであったが、その際には、これらの制度やこれらを含む新制度全体と、直接主義や当事
者主義といった刑事手続の基本理念・基本構造との関係を明らかにし、これらの諸制度がそうし
た基本理念・基本構造とも整合する形で既存の刑事手続の中に位置づけられうるか否かを検討
することを目指した。 
 
３．研究の方法 
(1) 新制度の成立過程における議論、特に法制審議会特別部会での議論を精査するとともに、
新制度の運用開始後の実務界や学界における議論状況を検討することで、新制度の運用上の諸
課題を析出し、今後の運用のあるべき姿を探った。また、直接主義や当事者主義等の基本理念・
基本構造との関係を検討するという目的のため、それらの理念・構造に関する従来からの議論も
参照し、その再検討も行った。 
 さらに、新制度に関連して、諸外国とりわけアメリカの制度やその運用についても、内外の文
献を参照しつつ、我が国の制度の運用にとり参考とすべき点を検討した。 
 
(2) 研究の対象領域については、下記で述べるように、取調べの録音録画制度や協議・合意制
度等の新制度のみならず、それら新制度が全体としての刑事手続の中でどのように機能すべき
かを探るという関心から、古典的な証拠収集手続にも研究対象を広げた。 
 
４．研究成果 
(1) 上記のような研究の背景・目的・方法のもと、平成 28年刑訴法等改正で導入された「新た
な刑事司法制度」について、その内容及び立法過程の議論を精査するとともに、改正成立後の議
論状況を整理しつつ、新制度の運用の在り方を検討する研究を行った。 
 
(2) 具体的には、第一に、被疑者取調べの録音録画制度に関し、その運用上の課題、とくに捜
査機関に対する録音録画義務の例外規定の適用の在り方を検討するほか、同制度下で生成され
る記録媒体の証拠としての取扱いについて適切な運用の方向性を探るとともに、同制度が自白
の証拠としての取扱いに与える影響について考察し、さらに取調べ可視化の下での防御活動及
び捜査活動のあるべき姿の提示を試みた。この研究に関する主要な成果は、下記＜引用文献＞の
〔雑誌論文〕④及び⑤である。論文④では、録音録画制度導入のそもそもの趣旨を確認した上で、
録音録画義務と記録媒体の証拠調請求義務との関係、録音録画記録又はその欠如が自白の任意
性判断において持ちうる意味、録音録画義務違反と違法収集証拠排除法則との関係等の問題に
ついて検討を加えた。また、論文⑤では、録音録画記録媒体をいわゆる実質証拠として使用する
ことの可否について、直接主義や公判中心主義の観点から留意すべき点を指摘したほか、録音録
画義務の例外規定の運用の在り方を、被疑者の黙秘権行使の機会確保との関係を軸に検討し、さ
らに、録音録画による取調べの可視化が進展する中での今後の被疑者弁護活動の在り方、及びそ
れを踏まえての捜査活動の在り方について、展望を述べた。 



次に、捜査・公判協力型協議・合意制度に関し、訴因制度や裁判所の審判権限をめぐる従来の
議論との関係を考察しつつ、協議・合意の対象の選別の在り方、協議過程において弁護人が果た
すべき役割、取引内容の合理性を確保するための方法等、制度運用の実際における理論的諸課題
を抽出して分析した。この研究に関する主要な成果は、論文⑤である。同論文では、協議・合意
制度の導入の意義を確認した上で、協議・合意の対象とすべき事件の種類や協力者及び標的者
（協力者の提供する証拠を用いた訴追・処罰の対象とされる者）の選別の在り方について、考え
得るケースを類型分けしつつ、各類型ごとに想起される運用上の問題点を検討したほか、協力者
の提供する証拠の真実性確保の方策や、協議当事者である弁護人の果たすべき役割について考
察した。その中では、弁護人と捜査・訴追機関との関係性が、同制度の導入を契機に今後一層変
容しうる可能性があることをも指摘した。加えて、取引の合理性ないし検察官による訴追裁量権
行使の合理性を如何に審査・統制すべきかについて、裁判所の審査権限との関係を中心に問題提
起を行った。 
これらの研究により、「直接主義」や「当事者主義」をはじめとする刑事手続の基本理念・基

本構造と新制度との関係を明らかにすることを試みるとともに、いわゆる「捜査構造論」や訴追
裁量統制論等の従来の基礎理論的トピックに対して新たな光を当てた。 
 

(3) 以上のほか、新制度が刑事司法システム全体の中で如何に位置づけられるべきかを検討す
るためには、同制度の下での供述証拠の収集・使用の在り方のみならず、供述証拠以外の種類の
証拠の収集や、古典的な手段による各種証拠の収集・保全・使用の在り方をも考察する必要があ
ると考え、余罪取調べ、電磁的記録媒体の収集・保全、電子監視による情報収集、無令状捜索と
いった捜査手段の規律の在り方についても検討した。これに関係するのが、下記〔雑誌論文〕①、
②、③及び〔図書〕⑥の論文である。 
まず、論文①においては、電磁的記録媒体の収集・保全の方法に関する従来の議論を再検討し

た上、電磁的記録媒体等、現代における各種証拠の存在形態に相応しい証拠収集・保全に関する
理論枠組みを構築する必要性を示唆した。次に、論文②においては、本研究との関係では、身体
拘束中の被疑者に対する余罪取調べによる供述証拠の収集について、従来の学説及び裁判例の
議論を整理しつつ、その適切な規律の在り方を検討した。論文③においては、いわゆるＧＰＳ捜
査に象徴される、近時の急速に発展する科学技術を用いた情報収集活動について、最高裁判例を
綿密に分析しつつ、これにより侵害されうる対象者の権利利益の性質如何を解明・分析すること
を中心に考察を加え、かかる捜査活動に対する適切な統制の在り方を模索した。さらに、論文⑥
においては、逮捕に伴い無令状で行うことが許される捜索の範囲について、捜査に関する最も基
本的な規制原理である令状主義との関係を重視しながら、従来の学説及び裁判例の議論を批判
的に検討し、逮捕の種類の違いをも考慮した新たな理論枠組みを提示した。 
これらの研究で取り上げた、個々の捜査手段、証拠収集手段に対する規律の在り方が、上記新

制度の下での供述証拠の収集・使用の在り方に具体的にいかなる影響を与えるかについては、な
お今後の検討課題として残されたが、全体としての捜査手続・刑事司法手続のあるべき姿を探る
上では不可欠の前提をなす研究であったと思料する。 
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